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午前 10時 00分開議

〇議長（中野 勝寛君）

おはようございます。ただいまの出席議員は１６名で定足数に達しておりますので、こ

れより会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付しておりますので、ご了承をお願いいたします。

なお、本日の議案等の朗読は、省略したいと思いますので、ご了承をお願いいたします。

────────────・────・────────────

日程第１．認定第１号

日程第２．認定第２号

日程第３．認定第３号

日程第４．認定第４号

日程第５．認定第５号

日程第６．認定第６号

日程第７．認定第７号

日程第８．認定第８号

日程第９．認定第９号

〇議長（中野 勝寛君）

これより、日程第１、認定第１号から日程第９、認定第９号までの令和４年度各会計決

算認定９件を一括議題とし、各常任委員長の報告を求めます。

まず、堀田克也総合政策委員長。

〇総合政策委員長（堀田 克也君）

ご指名によりまして、ただいま議題となっております認定第１号のうち、総合政策委員

会に付託されました所管部分及び認定第５号について審査を行いましたので、その概要と

結果をご報告申し上げます。

はじめに、認定第１号、令和４年度中間市一般会計歳入歳出決算認定について申し上げ

ます。

まず、歳入歳出差引額は、１１億５，２１７万９，０４２円の黒字決算となっておりま

す。まず、歳入に関しまして、地方交付税では、普通交付税と特別交付税を合わせた収入

済額は５５億３，６３４万６，０００円で、前年度と比較して５，４０２万８，０００円

の減額となっており、地方交付税を補完しています臨時財政対策債の借入額は１億３，

７６９万円で、前年度と比較して３億５，４４８万円の減額となっております。また、本

市への寄附金の収入済額は５億６，９０２万３，０００円で、前年度と比較して５億３，

７３１万８，３００円の減額となっております。

次に、歳出に関しましては、人件費では、病院事業閉鎖に伴う退職手当組合負担金の減

額等により、前年度と比較して２億６，０４７万１，０００円減額となっております。
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公債費では、病院事業債に係る元利償還金について、想定企業会計へ繰出金として整理

したことにより、前年度と比較して８，６６６万９，０００円減額し、１１億２，６１８万

１，０００円となっております。令和４年度末における普通会計の基金は、前年度から１８億

５４万４，０００円増額し、残高は６４億２，５３２万６，０００円となっております。

また、地方債残高は、前年度から４億６４８万２，０００円減少して、１０９億８，３７３万

１，０００円となっております。

主な財政指標でございますが、借換債の発行などにより、資金繰りの危険度を示す実質

公債費比率は前年度から２．３ポイント改善の３．３％に、将来財政を圧迫する可能性の

度合いを示す将来負担比率は、１３．９％から皆減となっております。一方、財政構造の

弾力化を示す経常収支比率は７．６ポイント悪化して９１．１％となっております。

主な事業としては、議会費においては、インターネット配信サービスを利用して本会議

や委員会の傍聴ができ、また、議事録を円滑に公開できるようにするための各種システム

の構築委託料等に３，３２１万５，４０２円が支出されております。

総務費においては、ふるさと納税制度による寄附金収入が５億４，５８４万３，０００円

と前年度と比較して５億５，７７３万８，８００円の大幅な減額となったことに伴い、ふ

るさと納税管理委託料は３億５，７０８万５，５５６円減額の２億９，８４１万２，８６４円

となっています。

教育費においては、ＧＩＧＡスクール構想に基づく小中学校への校内通信ネットワーク

の構築及び１人１台のタブレット端末等の活用と学習支援の充実を目的として、デジタル

教科書及びフィルタリングソフトの導入、ＧＩＧＡスクールサポーターの配置派遣等に１，

１２９万９６２円が支出されております。また、校内での新型コロナウイルスへの感染を

防止し、児童生徒が安心して学校生活を送ることができる環境の整備を行うため、スクー

ルサポートスタッフ配置事業による学校消毒清掃員の委託料等に、小学校にあっては１，

００４万７６０円が、中学校にあっては３３５万４，１１５円がそれぞれ支出されており

ます。

次に、認定第５号、令和４年度中間市公共用地先行取得特別会計歳入歳出決算認定につ

いて申し上げます。

令和４年度も新たな用地の取得はなく、収入支出とも生じておりませんでした。

以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。

最後にそれぞれ採決いたしました結果、認定第１号及び認定第５号のいずれも全員賛成

で原案どおり認定すべきであると決した次第であります。よろしくご審議のほどお願い申

し上げまして、委員長の報告を終わります。

〇議長（中野 勝寛君）

次に、中尾淳子市民厚生委員長。

〇市民厚生委員長（中尾 淳子君）
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ご指名によりまして、ただいま議題となっております認定第１号のうち、市民厚生委員

会に付託されました所管部分並びに認定第２号、認定第３号、認定第６号及び認定第７号

の各会計歳入歳出決算について審査を行いましたので、その概要と結果をご報告申し上げ

ます。

はじめに、認定第１号、令和４年度中間市一般会計歳入歳出決算認定について申し上げ

ます。

まず、歳入の主なものとして、市税収入が４１億７，１０８万４，６４０円となり、前

年度と比較しますと６，９８５万１，７６３円の増額となっております。また、市税徴収

率につきましては、コンビニエンスストアやスマートフォンアプリ決済での収納など納税

機会の拡大にも努めており、前年度と変わらず９７．４％となっております。

次に、歳出の主なものとして、民生費において、市民税均等割が非課税である世帯等に

対して５万円を支給する電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金として、３億３，

７５０万円が、低所得のひとり親世帯等に対して子ども１人当たり５万円を支給する低所

得の子育て世帯生活支援特別給付金として７，２６０万円が、それぞれ支給されておりま

す。また、長期化するコロナ禍で物価高騰等の影響を特に受けている介護施設や障がい福

祉施設等に対し、障がい福祉施設等事業継続支援緊急交付金が５２０万円交付されており

ます。

また、衛生費においては、新型コロナウイルス感染症対策のため、令和３年度に引き続

き、希望する市民の皆様に対する新型コロナウイルスワクチン接種を実施し、新型コロナ

ウイルスワクチン接種に関する委託料等として６，７６４万３，１５３円が支出されてお

ります。

討論において、「基金の積立ては十分にあると考えるため、基金を福祉施策などに活用

することを求めて、この決算について反対する。」との意見がありました。

次に、特別会計について申し上げます。

はじめに、認定第２号、令和４年度中間市特別会計国民健康保険事業歳入歳出決算認定

について申し上げます。

歳入総額は４８億９，１６３万１，１８６円、また、歳出総額は５５億４，３６７万６，

５４３円で、差引額は６億５，２０４万５，３５７円の赤字となっておりますが、前年度

繰上充用金７億６，３８１万４，６３２円を除く単年度決算については、１億１，１７６万

９，２７５円の黒字決算となっております。

なお、黒字決算の要因は、歳入におきまして、療養費に充当する普通交付金の概算交付

額が過大交付であること、また、歳出におきまして、福岡県に納付する国民健康保険事業

費納付金が減額となっていることなどによるものです。

討論において、「黒字決算が続き、また、基金の積立状況から、法定外繰り入れができ

る財力はあると考えることから、厳しい経済環境下にある国民健康保険加入者に手当てを
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行うなど、中間市全体の経済循環を考えた対応を求めて、この決算案には反対する。」と

の意見がありました。

次に、認定第３号、令和４年度中間市住宅新築資金等特別会計歳入歳出決算認定につい

て申し上げます。

歳入総額は貸付金元利収入等３０９万８，８３０円、歳出総額は繰上充用金等３億２，

３９９万２，５５４円で、差引額は３億２，０８９万３，７２４円の収入不足となってお

ります。

討論において、「住宅新築資金等特別会計は、当初、同和対策予算で設置をされた特別

会計だが、現在、法とともに同和対策事業は消滅している。現状と実態の乖離があること

から、住宅新築資金等特別会計は廃止するべきであり、見直しを含めた検討を要望する。」

との意見がありました。

次に、認定第６号、令和４年度中間市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

申し上げます。

保険事業勘定の歳入総額は５２億３，４３８万８，３３４円、歳出総額は４９億９０９万

８，５６５円で、差引額３億２，５２８万９，７６９円の黒字となっております。

歳入の主なものは、国庫支出金１３億７１万２，８２４円、支払基金交付金１２億３，

６２１万７，０００円、また、介護保険料９億８，４０２万６，６５２円で、前年度と比

べ、９，８００万９，０４０円の減収となっております。

歳出の主なものは、保険給付費４２億３，５４０万４，９４８円で、前年度と比べ、認

定者数の減少に加えて、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う介護サービス事業所の休業

や利用控えのため、２．７％程度減少しております。また、介護サービス事業勘定の歳入

総額は４，５９１万２０７円、歳出総額は３，４１４万１，２９７円で、差引額は１，１７６万

８，９１０円の黒字となっております。

討論において、「介護保険開始当初の３，０５０円の標準保険料は、現在６，１６０円

と２倍以上になっている。市民生活の質の向上と経済循環に資するため、基金等の財力を

使って、介護保険料金の引下げと介護保険の質的改善を図ることを求めて、この決算につ

いて反対する。」との意見がありました。

次に、認定第７号、令和４年度中間市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て申し上げます。歳入総額は８億６，７２７万６１２円、歳出総額は８億５，０００万５，

６０８円で、差引額は１，７２６万５，００４円の黒字となっております。

歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料６億１，４２１万８，０５１円で、前年度と

比べ、１，２６９万５，０９５円の増収となっております。歳出の主なものは、事務費及

び徴収した保険料として、福岡県後期高齢者医療広域連合への納付金８億２，７６９万６，

３９９円となっております。

討論において、「年齢で差別をする医療制度そのものに反対の立場であり、公的負担で
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対応する制度設計に変えていくべきであると考えることから、この決算について反対する。」

との意見がありました。

以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。

最後にそれぞれ採決いたしました結果、認定第１号、認定第２号、認定第６号及び認定

第７号についてはいずれも賛成多数、認定第３号については全員賛成で原案どおり認定す

べきと決した次第であります。よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、委員長の報

告を終わります。

〇議長（中野 勝寛君）

次に、田口善大産業消防委員長。

〇産業消防委員長（田口 善大君）

ご指名によりまして、ただいま議題となっております認定第１号のうち、産業消防委員

会に付託されました所管部分並びに認定第４号、認定第８号及び認定第９号について審査

を行いましたので、その概要と結果をご報告申し上げます。

まず、認定第１号、令和４年度中間市一般会計歳入歳出決算認定について申し上げます。

歳入の主なものは、土木使用料として、市内１１団地の公営住宅及び地域優良賃貸住宅

の住宅使用料等が１億８２３万４，０７３円、土木費国庫補助金として、中鶴地区建替事

業に伴う補助金が２億９，５２４万４，０００円、道路・住宅等の社会資本整備交付金が

９，８９４万８，０００円、消防費石油交付金繰入金が３７８万５，０４９円となってお

ります。

次に、歳出の主なものは、農林水産業費では、農業振興費において、物価高騰の影響を

受けている農業者に対し、一律１５万円の原油価格・物価高騰緊急対策支援金等に７０５万

４，７２０円が、また、農地費において、下大隈地区の農業用水路改良工事に１，５９０万

９，３００円が支出されております。

商工費では、商工業振興費において、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金を活用し、地域経済を活性化するため、３０％のプレミアム付き商品券を販売するため

の経費、また、農林水産業費と同様、物価高騰の影響を大きく受けている業種の事業を営

む事業者に対する支援として、一律１５万円を支給するため、原油価格・物価高騰緊急対

策支援金等に１億３，８４５万円が支出されております。

土木費では、道路維持費において、通谷地内グリーンベルト設置工事、長津三丁目地内

ボックスカルバート補修工事等に２９８万６，５００円が、道路新設改良費において、中

尾・中間線舗装補修工事などに１億３，８８３万２，９００円が、河川費において、岩瀬

第１踏切付近仮排水管設置工事等に１，２２５万９，９７５円が、都市計画費において、

垣生公園遊具更新事業に２，４３７万６，７００円が、住宅建設改良費において、中鶴公

営住宅新築工事及び深坂団地改修工事に６億４，９５１万９，９００円が、地域優良賃貸

住宅買取分割支払い分に１，３９１万９，１９４円が支出されております。
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なお、道路新設改良費において、黒川歩道橋工事１工区の進捗に伴い３，３３９万６，

１００円が、また、都市計画費において、ＪＲ垣生駅改修工事の入札参加業者がいなかっ

たことに伴い４７８万９，０００円が、令和５年度予算に繰り越されております。

消防費では、常備消防費において、新型コロナウイルス感染症対策として、感染防止衣、

救急活動用ヘルメット、消毒剤等の購入に５４４万８，０００円が支出されております。

消防施設費において、長津二丁目地内耐震性防火水槽設置工事に、７６１万５，３００円

が、災害対応特殊救急自動車及び高度救命処置用資機材並びに消防指揮車の購入に、３，

１３１万３，７００円が支出されております。

討論において、「消防本部所管の石油貯蔵施設立地対策等交付金及び基金繰入金につい

て、白島備蓄基地が福智山断層の延長線上にあることや、気候温暖化・地球環境を考える

上で撤去すべき設備であると思うため、消防本部所管については反対する。」との意見が

ありました。

次に、認定第４号、令和４年度中間市地域下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て申し上げます。

歳入の主なものは、下水道使用料の滞納繰越分が７２万３，８０２円、前年度繰越金の

９８万９，７２５円となっております。

歳出の主なものは、前年度下水道使用料収入に対する消費税に係る公課費として２３万

６，３００円が支出されております。

なお、令和４年度決算においては、１５０万１，４４０円の黒字となっており、令和５年

度に繰り越されております。

次に、認定第８号、令和４年度中間市公共下水道事業会計利益の処分及び決算認定につ

いて申し上げます。

まず、利益の処分につきまして、当年度未処分利益剰余金９４１万８，１２４円を全額

繰り越すものとなっております。

次に、決算につきまして、収益的収入の主なものといたしまして、下水道使用料が４億

４，６６６万５，０４３円で、一般会計からの繰入金が４億６，８４７万６，０００円と

なっております。

収益的支出の主なものとして、福岡県下水道浄化センターでの下水処理に対する負担金

として３億１，９８２万５，６３８円となっており、令和３年度より約１，９００万円増

えておりますが、これは、公共下水道の普及を進めたことにより、水洗化戸数及び有収水

量が増加したためでございます。

なお、収益的収支では、３００万２，９２６円の純利益となっております。

次に、資本的収入の主なものとして、建設改良企業債が３億３，５３０万円、国庫補助

金が１億５，７５４万４，０００円、下水道受益者負担金が３，０８４万７００円となっ

ております。
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また、資本的支出の主なものとして、資産の取得又は改良に要する建設改良費が４億８，

３５８万１，１５８円、遠賀川下流流域下水道処理施設の建設のための負担金が４，０３０万

１，３２６円、過去の借入金の企業債償還金が６，０４７万４，５７８円支出されており

ます。

なお、資本的収支では、３億６，４９０万７，８８７円の不足が生じましたが、当年度

分損益勘定留保資金等で全額補填されております。

水洗化状況につきましては、令和４年度の水洗化戸数が１万６，２９０戸で、令和３年

度より９３戸増加し、水洗化率は９１．１％で、令和３年度より０．８ポイント上昇して

おります。また、有収水量は２９５万３，２６６立方メートルで、令和３年度より５．９％

上昇しております。

次に、認定第９号、令和４年度中間市水道事業会計利益の処分及び決算認定について申

し上げます。

まず、利益の処分につきまして、当年度未処分利益剰余金７億１７０万９，８０２円の

うち、建設改良積立金へ５，０００万円が積み立てられ、令和４年度までに補填財源とし

て取り崩した積立金５億２，７４０万３，５４６円が資本金に組み入れられたことにより、

残余１億２，４３０万６，２５６円が繰り越されております。

次に、決算におきまして、収益的収入の主なものは、給水使用料等が６億８，９３５万

１，０１２円、中間市及び遠賀町からの下水道使用料の徴収事務委託金が２，９３９万１，

２３９円、水道料金減免に対する市からの負担金が１億２，１８３万７，８２６円となっ

ております。

収益的支出の主なものは、営業費用において、浄水場運転監視業務委託料等に４，７２７万

９，５６５円が、浄水汚泥運搬、機器修繕工事等に２，５２０万８，０００円が、配水管

漏水修繕工事に３，７０６万１，０００円が支出されております。

なお、収益的収支では、４，０７０万２，１８８円の純利益となっております。

また、資本的収支では４億６，４９０万５，１４４円の不足が生じておりますが、当年

度分損益勘定留保資金等で全額補填されております。給水状況につきましては、給水戸数

は２万９，０６８戸で、前年度より７９戸の増加となっております。

討論において、「浄水場運転監視業務委託が続いているが、水道事業については市民の

命に関わる公共性の高い業務であるため、設備改修・更新や、職員の技術力の継承も含め

て重要な時期に来ており、直轄に戻すべきと考えるため反対する。」との意見がありまし

た。

以上が、当委員会に付託されました認定４件の概要であります。

最後にそれぞれ採決いたしました結果、認定第１号及び認定第９号については賛成多数、

認定第４号及び認定第８号については全員賛成であり、認定第１号及び認定第４号につい

ては原案どおり認定すべき、認定第８号及び認定第９号については原案どおり可決及び認
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定すべきと決した次第であります。よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、委員長

の報告を終わります。

〇議長（中野 勝寛君）

これより質疑に入ります。

ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

質疑なしと認めます。

これより討論に入ります。討論はありませんか。田口澄雄議員。

〇議員（田口 澄雄君）

日本共産党の田口澄雄です。認定第１号、令和４年度中間市一般会計歳入歳出決算認定

について、反対意見を申し述べます。

基金の貯め込みがあまりにも多すぎます。令和元年度に１億３，０００万円だった財政

調整基金が４４億７，０００万円、令和４年度だけで１５億６，０００万円の追加です。

その他の基金も含めると１８億円の新たなため込みとなります。また、収入から支出を差

し引いた額の実質収支は約１１億円で、これは基金には積み立てられていない別の余力で

す。基金積立てと合わせると、単年度で３０億円もの余力があることとなります。基金取

り崩しの最大の要因だった地方債も、平成２２年度の将来負担比率１４３．９％が、令和

３年度年度１３．９％まで下がり、次に、令和４年度の決算では「皆減」という表記に変

わりました。つまり、今ある財源で手当てをすれば、中間市の借金は全額返済できること

から、実質的には借金なしと同じだということです。同じような経済環境のお隣の北九州

市が、令和２年度で、市民一人当たり７２万７，０００円の借金残があり、将来負担比率

が１６１．６％であるのに比べると、中間市の財政状況は飛び抜けて良好です。しかし、

これは決して手放しで礼賛できる状況ではありません。市は盛んに将来の不安を言い立て、

こうした積立てを合理化しようとしますが、将来のためにもこれ以上、今の市民生活にか

かわる予算を減らすべきではないというふうに思います。もっと市民生活に寄り添った財

政運営を心掛けるべきだと思います。

さて、個人の権利侵害につながる個人番号制度の推進のための予算が目立ちます。民間

企業にデータを明け渡し、最終的には職員の半減を狙うデジタル田園国家都市構想に基づ

く、こうした施策の推進には反対をいたします。

次に、職員のやる気を失わせ、職員同士の連帯の阻害になる人事評価制度の中止を求め

ます。今、かなりの数の職員がストレスを原因とする病気により、休職を余儀なくされて

います。職員が生き生きと活動できる職場こそ、市民本位の行政運営の前提です。競争よ

り協働できる職場の構築を求めて、人事評価制度の中止を求めます。

また、全国的にも近隣でも、給食調理員の人手不足が問題となっています。全面委託の
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ホーユーの問題は象徴的です。安定した運営と質の向上のためにも、学校給食の直営への

復帰を求めます。

白島の石油貯蔵施設立地対策交付金として、３３７万３，０００円を受け取り、消防指

揮車購入事業に充当されていますが、この基地は、地震の危険性のレベルアップした福智

山断層の延長線上にあり、万が一、電力供給が途絶えると大爆発を起こし、東シナ海まで

火の海に化す、そうした危険極まりない建造物です。また、昨今の気候温暖化、地球環境

を考えても、これは撤去すべき設備であります。必要な消防機材については、市の予算か

ら手当てすべきです。以上により、この決算認定については、反対をいたします。

次に、認定第２号、令和４年度中間市特別会計国民健康保険事業歳入歳出決算認定につ

いて、反対意見を申し述べます。

中間市の国保は、かつては、平成２６年度で１２億５，０００万円の累積赤字がありま

したが、今回の決算では、約半分の６億５，０００万円まで減っています。一貫した黒字

決算の中で減り続けたものですが、近隣で実施をされている法定外繰り入れは、５、６年

前に２年間実施をされただけで、平成２９年度からは１円も入れられていません。この間、

賃金・年金は減り、物価は上がり続ける中で、国民健康保険税の負担は確実に引き上げら

れてきました。市民生活の中でも、とりわけ低所得者が多く、年金生活者や失業者を多く

抱える国民健康保険加入者は、厳しい経済状況下にあります。市が、そこに手当てをする

ことによって、中間市の経済的底上げと、それによる経済循環環境を大きく改善する効果

があります。中間市全体の経済循環を考えた対応を求めます。特に一般会計の基金のため

込みの激しい現状からするなら、改善の財力は十分にあります。国保への法定外繰り入れ

によって、税負担の軽減化を求めます。以上により、この決算認定については、反対とい

たします。

次に、認定第６号、令和４年度介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、反対

意見を申し述べます。

開始当初、３，０５０円の標準保険料が、令和３年度からの３年間、８期になりますけ

れども、月あたり６，１６０円、実にこの２０年間で２倍以上となっています。しかも、

その間、賃金・年金は下がり続けた中でです。その一方で、今期の内でも、経過済みの令

和３年度と４年度の２年間で見ますと、基金の新たな積立てが２億９，１００万円、年度

の繰越分が、今回の補正での１億３，６００万円の返還分を差し引いても、約２億円の繰

越しです。そうしますと、この２年間で、４億９，４００万円の黒字となっています。今、

月当たりの保険料一人１，０００円引き下げるのに必要な原資は、総額で年間１億８,００

０万円ほどです。基金に、令和３年度と４年度で３億円ほどため込んでいますが、この基

金の取り崩しをしなくても、翌年度への繰越分だけで十分できる金額であります。現在、

令和６年度から令和８年度までの３年間の９期分の保険料の審議がなされていると思いま

すけれども、この決算の結果も含めて、最低でも月１，０００円の保険料の引き下げは十
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分可能です。また、中間市では、介護保険料の減免制度はありますけれども、給付費の減

免制度がありません。こうした基金等の余力財源は、そうした介護保険の上乗せや横出し

のサービスという質的改善のために使うべきです。また、黒字の一般財源の活用も重要で

す。そのことが市民生活を応援し、市内の財政的好循環につながり、人口の増加にもつな

がると思います。以上のことから、市財政の積立てに終始をしている今回の決算認定につ

いては、反対をいたします。

次に、認定第７号、令和４年度中間市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て、反対意見を申し述べます。

年齢で差別化を図る、このような医療制度には反対であります。しかも、昨年の１０月

からは、一定の収入のある個人と世帯には、医療費の１割から２割への負担増がなされま

した。高齢者は少ない年金の中で、高い医療費負担を余儀なくされています。また、来年

度は介護保険と後期高齢者医療保険料が同時に見直される年度となっています。高齢化の

中で、医療に社会的負担がかかるのは当たり前の話です。自己責任ではなく、公的責任の

推進への制度設計に変えるべきです。よって、この決算認定についても反対をいたします。

最後になりますけれども、認定第９号、令和４年度中間市水道事業会計事業利益の処分

及び決算認定について、反対意見を申し述べます。

水道事業は、市民の命にかかわる大変公共性の高い業務です。浄水場運転監視業務委託

が続き、設備改修更新も含めて、職員の技術力の継承も含め重要な時期にきていると思い

ます。現在、委託事業にかかわっておられる方も含めて、とても専門性の高い職種です。

その方々の採用も含めて、直営化すべきだと考えます。以上により、本決算認定について

は反対といたします。

〇議長（中野 勝寛君）

ほかに討論はありませんか。掛田るみ子議員。

〇議員（掛田るみ子君）

認定第１号、令和４年度一般会計歳入歳出決算認定について、賛成討論を行います。

令和４年度は、前年１２月に副市長が辞職し、不在の中での予算編成と執行という前代

未聞の年でした。また、当年１２月には、教育長も辞職されました。学校再編の最中での

不在となり、福田市政の大切な牽引役を失ってしまった厳しい１年でありました。

しかしながら、職員が一丸となり、この難局を乗り越えてくださいました。その結果、

令和４年度決算の経常収支比率は７．６ポイント悪化したものの、基金は、当初の見込み

を大きく上回り、前年の４６億円から６４億円と１８億円増額し、中間市制開始以来の最

高額を更新することができました。また、将来負担比率は、前年の１３．９％から初めて

皆減となりました。これは、基金の増加で、地方債返済の心配がない状態を示しています。

振り返れば、令和元年、財政調整基金が１億３，０００万円にまで減少し、財政運営が

立ち行かない危機的な状況でありました。それから僅か３年で、ここまで回復ができまし
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たのは、福田市長はもとより、前任の白尾副市長、片平教育長のお力も大きかったことと

思います。現、田代副市長、蔵元教育長も執行部として大きな役割を果たしてくださいま

した。ここに、福田市長をはじめ職員の皆様に心より感謝申し上げます。

人口減少、少子高齢化、学校再編、老朽化した施設の更新など、課題は山積しておりま

すが、中間市民の生活を守るために、より一層力を発揮してくださいますことを切に願い、

令和４年度決算認定の賛成討論を終わります。

〇議長（中野 勝寛君）

ほかに討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

これにて討論を終結いたします。

これより、認定第１号から認定第９号までの令和４年度各会計決算認定９件を順次採決

いたします。

議題のうち、まず、認定第１号、令和４年度中間市一般会計歳入歳出決算認定について

を採決いたします。この採決は電子表決により行います。

本決算に対する委員長の報告は認定すべきであるとするものであります。本案について

賛否の表決を求めます。ボタンを押してください。

（賛成・反対ボタンにより電子表決）

〇議長（中野 勝寛君）

押し間違いはありませんか。──なしと認め、確定いたします。

賛成多数であります。よって、認定第１号は委員長の報告のとおり認定されました。

次に、認定第２号、令和４年度中間市特別会計国民健康保険事業歳入歳出決算認定につ

いてを採決いたします。この採決は電子表決により行います。

本決算に対する委員長の報告は認定すべきであるとするものであります。本案について

賛否の表決を求めます。ボタンを押してください。

（賛成・反対ボタンにより電子表決）

〇議長（中野 勝寛君）

押し間違いはありませんか。──なしと認め、確定いたします。

賛成多数であります。よって、認定第２号は委員長の報告のとおり認定されました。

次に、認定第３号、令和４年度中間市住宅新築資金等特別会計歳入歳出決算認定につい

てを採決いたします。

お諮りいたします。本決算に対する委員長の報告は認定すべきであるとするものであり

ます。本決算は委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）
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ご異議なしと認めます。よって、認定第３号は委員長の報告のとおり認定されました。

次に、認定第４号、令和４年度中間市地域下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

てを採決いたします。

お諮りいたします。本決算に対する委員長の報告は認定すべきであるとするものであり

ます。本決算は委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認めます。よって、認定第４号は委員長の報告のとおり認定されました。

次に、認定第５号、令和４年度中間市公共用地先行取得特別会計歳入歳出決算認定につ

いてを採決いたします。

お諮りいたします。本決算に対する委員長の報告は認定すべきであるとするものであり

ます。本決算は委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認めます。よって、認定第５号は委員長の報告のとおり認定されました。

次に、認定第６号、令和４年度中間市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

を採決いたします。この採決は電子表決により行います。

本決算に対する委員長の報告は認定すべきであるとするものであります。本案について

賛否の表決を求めます。ボタンを押してください。

（賛成・反対ボタンにより電子表決）

〇議長（中野 勝寛君）

押し間違いはありませんか。──なしと認め、確定いたします。

賛成多数であります。よって、認定第６号は委員長の報告のとおり認定されました。

次に、認定第７号、令和４年度中間市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

てを採決いたします。この採決は電子表決により行います。

本決算に対する委員長の報告は認定すべきであるとするものであります。本案について

賛否の表決を求めます。ボタンを押してください。

（賛成・反対ボタンにより電子表決）

〇議長（中野 勝寛君）

押し間違いはありませんか。──なしと認め、確定いたします。

賛成多数であります。よって、認定第７号は委員長の報告のとおり認定されました。

次に、認定第８号、令和４年度中間市公共下水道事業会計利益の処分及び決算認定につ

いてを採決いたします。

お諮りいたします。本決算に対する委員長の報告は原案可決及び認定すべきであるとす

るものであります。本決算は委員長の報告のとおり原案可決及び認定することにご異議あ
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りませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認めます。よって、認定第８号は委員長の報告のとおり原案可決及び認定

されました。

次に、認定第９号、令和４年度中間市水道事業会計利益の処分及び決算認定についてを

採決いたします。この採決は電子表決により行います。

本案に対する委員長の報告は原案可決及び認定すべきであるとするものであります。本

案について賛否の表決を求めます。ボタンを押してください。

（賛成・反対ボタンにより電子表決）

〇議長（中野 勝寛君）

押し間違いはありませんか。──なしと認め、確定いたします。

賛成多数であります。よって、認定第９号は委員長の報告のとおり原案可決及び認定さ

れました。

────────────・────・────────────

日程第１０．第３８号議案

日程第１１．第３９号議案

〇議長（中野 勝寛君）

次に、日程第１０、第３８号議案及び日程第１１、第３９号議案の補正予算２件を一括

議題とし、各常任委員長の報告を求めます。

まず、堀田克也総合政策委員長。

〇総合政策委員長（堀田 克也君）

ご指名によりまして、ただいま議題となっております第３８号議案、令和５年度中間市

一般会計補正予算（第６号）のうち、総合政策委員会に付託されました所管部分について

審査を行いましたので、その概要と結果をご報告申し上げます。

まず、今回の補正予算の歳入の主なものとして、地方交付税におきまして、普通交付税

が決定したことから３，３７８万７，０００円の減額、寄附金におきまして、企業版ふる

さと納税の寄附申出をいただいたことから、２００万円が計上されています。市債におき

ましては、発行可能額の決定に伴い、臨時財政対策債が１，３８５万５，０００円減額さ

れています。

次に、歳出の主なものとして、総務費におきましては、企業版ふるさと納税による寄附

金を活用して実施する、ふるさとなかま遠賀川かわまちづくり事業委託料に１８０万７，

０００円が、地方創生等の行政課題の解決に向けて、地域活性化起業人制度を活用し、民

間企業から２人の人材の派遣を受けるための負担金に２８０万円がそれぞれ計上される一

方、財源調整のため財政調整基金積立金が１，４３６万２，０００円減額されております。
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教育費におきましては、小中学校の教員の業務負担軽減のため、支援業務を行う会計年

度任用職員に係る経費として、小学校費に２０２万５，０００円、中学校費に１３５万１，

０００円がそれぞれ追加計上されております。また、体育文化センターにおきまして、本

年度の消防設備点検で指摘された不具合を修繕するための経費に２７５万円が計上されて

おります。

以上により、歳入歳出それぞれ２７８万９，０００円を追加し、予算の総額を歳入歳出

それぞれ１８６億９，０８０万２，０００円とするものです。

また、債務負担行為の補正といたしましては、議会費におきまして、議員の委員会活動

においても使用できることを目的に、老朽化した公用車を更新するための議員公務活動用

公用車賃借料が、総務費におきまして、場合により庁内においてシェアすることも視野に

いれ、老朽化した公用車を更新するための市長等公務活動用公用車賃借料が、それぞれ

５３６万６，０００円追加計上されております。

以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。

最後に採決いたしました結果、第３８号議案は全員賛成で原案どおり可決すべきである

と決した次第であります。よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、委員長の報告を

終わります。

〇議長（中野 勝寛君）

次に、中尾淳子市民厚生委員長。

〇市民厚生委員長（中尾 淳子君）

ご指名によりまして、ただいま議題となっております第３８号議案のうち、市民厚生委

員会に付託されました所管部分及び第３９号議案について審査を行いましたので、その概

要と結果をご報告申し上げます。

はじめに、第３８号議案、令和５年度中間市一般会計補正予算（第６号）について申し

上げます。歳入については、市税におきまして、新規事業所の開設や設備投資等により償

却資産の評価額が増額となったことに伴い、固定資産税が４，５００万円増額されており

ます。また、国庫支出金におきまして、生活保護適正実施推進事業費補助金１２５万２，

０００円が計上されております。

次に、歳出については、民生費におきましては、基準改定に伴う生活保護システムの改

修費用等に２８３万６，０００円が計上されております。

討論において、「システム標準化は、国が地方自治行政を一元的に管理・運営するため

のものであり、個人情報の流出等が危惧されることから、システムの標準化には反対の立

場であるため、そのことを含むこの補正予算について反対する。」との意見がありました。

次に、第３９号議案、令和５年度中間市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて申し上げます。保険事業勘定の歳入については、歳出補正に伴う財源調整として、前

年度繰越金１億３，６６９万６，０００円が計上されています。



- 125 -

次に、歳出については、令和４年度事業における介護給付費などの確定に伴う国及び県

の返還金が１億１，６７１万９，０００円、支払基金負担金返還金が１，６０８万９，０００円、

地域支援事業費の確定に伴う国及び県の返還金が２９３万９，０００円、支払基金返還金

が９４万９，０００円それぞれ計上されています。

以上により、歳入歳出それぞれ１億３，７２２万４，０００円が追加され、介護保険サー

ビス事業勘定を加えた予算総額は、歳入歳出それぞれ５４億６，２３９万８，０００円と

なっております。

討論において、「第３８号議案と同様、システム標準化は、国の地方自治の一元管理を

進め、公務員の削減等、地方自治には厳しい動きであると考えるため、そのことを含むこ

の補正予算について反対する。」との意見がありました。

以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。

最後にそれぞれ採決いたしました結果、第３８号議案及び第３９号議案はいずれも賛成

多数で原案どおり可決すべきと決した次第であります。よろしくご審議のほどお願い申し

上げまして、委員長の報告を終わります。

〇議長（中野 勝寛君）

次に、田口善大産業消防委員長。

〇産業消防委員長（田口 善大君）

ご指名によりまして、ただいま議題となっております第３８号議案、令和５年度中間市

一般会計補正予算（第６号）のうち、産業消防委員会に付託されました所管部分について

審査を行いましたので、その概要と結果をご報告申し上げます。

歳入につきましては、県補助金において、福岡県経営技術支援対策関係事業費補助金と

して３３万９，０００円が計上されております。

次に、歳出の主なものにつきましては、総務費では、世界遺産駐車場の看板設置工事費

に１９万３，０００円が計上されております。

農林水産業費では、歳入にもありました女性認定農業者の育成支援を図るための助成金

として３３万９，０００円が、また、老朽化によるかんがい用水パイプの破裂や農業用水

路の陥没など緊急性の高い修繕工事が多く発生し、予算不足となったため、修繕料に１９４万

１，０００円が計上されております。

商工費では、地域交流センターの駐車場のラインを引き直すための原材料費として１５万

円が計上されております。

以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。

最後に採決いたしました結果、第３８号議案は全員賛成で原案どおり可決すべきと決し

た次第であります。よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、委員長の報告を終わり

ます。

〇議長（中野 勝寛君）
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これより質疑に入ります。ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

質疑なしと認めます。

これより討論に入ります。討論はありませんか。田口澄雄議員。

〇議員（田口 澄雄君）

日本共産党の田口澄雄です。

第３８号議案、令和５年度中間市一般会計補正予算（第６号）について、反対意見を申

し述べます。

生活保護システム標準化準備作業委託料として、３３万円が計上されています。従来、

こうした公的電算システムの改修等には、国庫補助金が歳入として挙げられていましたが、

今回は雑入扱いです。これは、２０２１年９月に発足し、内閣に設置されたデジタル庁が

Ｊ－ＬＩＳを通して行う業務のためだそうであります。地方自治体が独自で行う行政内容

に対して、国が一元的に管理運用するためのものです。民間ＩＴ企業等の社員が３分の１を

占め、しかも、非常勤であるため、情報の民間流失も懸念されます。もともと官民一体の

こうした行政運営は、財界からの要望で始められたものです。個人情報の流失による被害

やプライバシーの侵害とともに、社会保障の給付の削減や新たな税負担等が危惧されます。

そうした結果、公務員の半減も目標として挙げられています。まさに公務労働と地方自治

の自殺行為です。こうしたマイナンバーの強制適用に始まる標準化による国の行政の一元

管理については、反対をいたします。

次に、第３９号議案、令和５度中間市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につい

て、反対意見を申し述べます。

先ほどの一般会計補正予算の生活保護と同じく、デジタル基盤改革支援補助金が挙げら

れています。２０にも及ぶ対象業務の一つであります。国のデジタル庁による情報システ

ムの一元管理化のためのものです。内容については、先ほどと同じ理由ですので省略いた

しますけれども、以上のことから反対といたします。

〇議長（中野 勝寛君）

ほかに討論ありませんか。蛙田議員。

〇議員（４番 蛙田 忠行君）

日本維新の会の蛙田でございます。

第３８号議案、令和５年度中間市一般会計補正予算（第６号）の賛成の立場という前提

で、若干ご意見がありますので、披瀝をいたしたいと思います。

第３８号議案に関する市民厚生委員会の審査の場でも、執行部側の皆さんにもご説明を

いただきましたけれども、介護保険課事務に関するお尋ねを少し、再度この本会議の討論

の場で──お尋ねと言いましても、あくまでも討論ですので、答弁を求めておりませんか
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ら、お尋ねをいたします。

案件は、「なかまのなかま基金」という民間の地域団体の、いわゆる地域活動を支援す

る寄附とか、そういったものをしっかり基金で管理をし、運営していこうじゃないかとい

うことで、今、中間市のホームページにも掲載がされております。私も詳細は、十分確認

をさせていただきました。そのことに関連して、この「なかまのなかま基金」の設置主体

というのがございまして、通谷三区自治会青空市場協議会というのが、この「なかまのな

かま基金」の設置運営主体になっておられます。これ、設置主体はここですけれども、基

金そのものは「なかまのなかま基金」という基金名で基金が設置されておりまして、この

基金を設置するに当たっての規約もございます。これも詳細を確認させていただきました。

この基金の構成員というのは、代表、副代表、事務局代表という３名の方によって、基

金が構成されておられます。そこで、この基金の構成員の皆さん、いわゆる主体的な運営

をされる方々に、市がどういう関わりでやっておられるのかということを先だっての市民

厚生委員会でもお尋ねしました。その際に、基金規約の第４条に「アドバイザーを置く」

と書いてあります。アドバイザーを置くと。しかしこれ、「市のアドバイザーを置く」と

は書いてないんですよ、どこにも。あくまでも基金規約の中には、「アドバイザーを置く」

とだけしか書いておりません。「中間市がアドバイザーを置く」とは書いてないんですね。

そのことを踏まえて、この基金の、いわゆるお金ですよね、お金の管理運営に関して、様々

なお話をいただきまして、先ほど申し上げましたように、さきの市民厚生委員会でお尋ね

をいたしましたし、それから詳細については、所管部のほうからも説明を求めて確認をし

たことがあります。

この基金規約をベースに、どうも中間市の生活支援コーディネーターという方が、この

基金のアドバイザーとしてかかわっておられるとの報告を受けました。先ほど申し上げま

したように、基金規約にはアドバイザーを置くと書いているけれども、中間市の職員がア

ドバイザーになるとはどこにも書いてないんですね。基金の作成者は、恐らく基金の構成

員の方々が作られたんでしょう。そういう内容なんです。ところが、そうであるにもかか

わらず、地域コーディネーターと言われる方がアドバイザーとしてかかわっておられるよ

うです、ではなくで、かかわっておられます。

そこで、私はご意見として、少し述べさせていただきますけれども、要は公がかかわる

ことの意味というのは、それなりにおありなんでしょう。公がかかわることの意味。強い

て言えばですね、公が関わることの意味があるとすれば、いわゆるそのコーディネーター

という方がアドバイザーとして役割を果たすのは、一定程度あり得ることなんでしょう。

しかしながら、どうもその基金のお金に関して、具体的に申し上げますと、現状で６万

５，０００円の寄附がおありになったと、これまでに。ところが、寄附がおありになった

６万５，０００円のお金は、当然通帳に預金として入れられてますね。その通帳、印鑑を

中間市の介護保険課の金庫の中で保管をしてあるそうです。私はね、管理の仕方の問題よ
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りも、いろんな管理の仕方があるんでしょう。公が、例えばアドバイザーとしてかかわっ

て、公がアドバイスをしていくということは、これは一定程度必要性は、当然先ほど申し

上げたようにあると思いますけれども、公がお金を、通帳や印鑑までをですね、お金を管

理するということは適正かどうか。ここ、市の主要幹部の方々おられます。当然、今まで

の職務上の規則、強いて言えば、中間市の事務分掌条例、職務規程、その他いろいろあり

ますよ。そういった中にも、そういった文言は一つもありません。

例えば、一例で言えばですね。例えば自治会が、弱小の小さい自治会があったとします

ね。ところが、どうもそこに人がなかなかいないんで、自治会のお金の管理運営がなかな

かできないよと。だから、市の所管の担当の部署でそれをやってくれませんかと、お話が

たとえあったとしてもですね、これ絶対やりませんよね。やっちゃいかんことでしょう。

民間のお金をそんな自治会と言えども管理する、それはあっては絶対ならないことです。

それは職務の逸脱行為です。それとほぼ基本的には変わらないことが、今ここで行われて

いる。中間市で行われている。このことをですね、先だって来の委員会での質疑の中でも、

それから質疑の後の説明の中でも申し上げてきました。多少なりとも説明をいただきまし

たけれども、どうも私は、その説明が釈然といたしておりません。

そこでですね、これ行政監査の対象になりますんで、地方自治法施行令第１４０条の６に

こういう決まりがあります。「地方自治法第１９９条第２項の規定による監査の実施に当

たっては、同条第３項の規定によるほか、同条第２項に規定する事務の執行が法令の定め

るところに従って適正に行われているかどうかについて、適時に監査を行わなければなら

ない。」と、こういう地方自治法施行令、地方自治法に基づいた施行、いわゆる政令です

よね。こういう規則が書いております。

今回のこの基金の額に関係なく、民間のお金を堂々と市が市の金庫で管理をし保管をし、

そして、なおかつ管理保管等をですね、いわゆるアドバイザーの方がやっておられるとい

う、そして、なおかつそれを保健福祉部含めて、全体を含めて、暗黙の了解という形で、

これまでやられてきたというこの事実について、私は今後しっかり正していかなきゃなら

んと思っております。

よって、本日の討論の場で、今後ですね、この状況について、しっかり市のほうで適宜

適切な対応がなされていかなければ、行政監査の対象にお願いを持っていくこともあり得

るということを踏まえて、討論といたします。

〇議長（中野 勝寛君）

ほかに討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

これに討論を終結いたします。

これより、第３８号議案及び第３９号議案の補正予算２件を順次採決いたします。
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議題のうち、まず、第３８号議案、令和５年度中間市一般会計補正予算（第６号）を採

決いたします。この採決は電子表決により行います。

本案に対する委員長の報告は可決であります。本案について賛否の表決を求めます。ボ

タンを押してください。

（賛成・反対ボタンにより電子表決）

〇議長（中野 勝寛君）

押し間違いはありませんか。──なしと認め、確定いたします。

賛成多数であります。よって、第３８号議案は原案のとおり可決されました。

次に、第３９号議案、令和５年度中間市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）を採

決いたします。この採決は電子表決により行います。

本案に対する委員長の報告は可決であります。本案について賛否の表決を求めます。ボ

タンを押してください。

（賛成・反対ボタンにより電子表決）

〇議長（中野 勝寛君）

押し間違いはありませんか。──なしと認め、確定いたします。

賛成多数であります。よって、第３９号議案は原案のとおり可決されました。

────────────・────・────────────

日程第１２．第４０号議案

〇議長（中野 勝寛君）

次に、日程第１２、第４０号議案、中間市火災予防条例の一部を改正する条例を議題と

し、産業消防委員長の報告を求めます。

田口善大産業消防委員長。

〇産業消防委員長（田口 善大君）

ご指名によりまして、ただいま議題となっております第４０号議案、中間市火災予防条

例の一部を改正する条例について審査を行いましたので、その概要と結果をご報告申し上

げます。

今回の条例改正は、火災予防に係る条例制定の基準を定める総務省令が本年５月３１日

に改正されたことによるものであります。

条例改正の内容といたしましては、総務省令に定める蓄電池設備の基準について、基準

に関すること、また、固体燃料を用いた各設備の離隔距離に関することについて見直しを

行うもので、一般に用いられる蓄電池設備をあらわす単位を「アンペア・アワー・セル」

から「キロワット」を用いて区分することに変更すること、また、蓄電池容量が２０キロ

ワット時以下のもので、出火防止措置を講ずるものについて、消防庁長官が定めるものを

規制の対象から除くこととされております。

さらに、固体燃料を用いた各設備の離隔距離では、厨房設備の離隔距離について定める
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対象火気省令別表第１に準じて、新たに固体燃料を用いた厨房設備の離隔距離が定められ

ております。

なお、条例の施行日につきましては、令和６年１月１日となっております。

以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。

最後に採決いたしました結果、全員賛成で原案どおり可決すべきと決した次第でありま

す。よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、委員長の報告を終わります。

〇議長（中野 勝寛君）

これより質疑に入ります。ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

質疑なしと認めます。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

討論なしと認めます。

これより、第４０号議案、中間市火災予防条例の一部を改正する条例を採決いたします。

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告

のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認めます。よって、第４０号議案は委員長の報告のとおり可決されました。

────────────・────・────────────

日程第１３．第４１号議案

〇議長（中野 勝寛君）

次に、日程第１３、第４１号議案、中間市道路線の認定についてを議題とし、産業消防

委員長の報告を求めます。

田口善大産業消防委員長。

〇産業消防委員長（田口 善大君）

ご指名によりまして、ただいま議題となっております第４１号議案、中間市道路線の認

定について審査を行いましたので、その概要と結果をご報告申し上げます。

今回、認定される路線は、小田ヶ浦３３号線の１路線であります。この路線につきまし

ては、中尾三丁目地内の開発行為に伴い、中間市が道路用地の帰属を受けたことにより、

当該道路を市道として認定するものでございます。

道路の概要といたしましては、平均幅員６．５５メートル、実延長４４．５７メートル

でございます。
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以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。

最後に採決いたしました結果、第４１号議案は全員賛成で原案どおり可決すべきと決し

た次第であります。よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、委員長の報告を終わり

ます。

〇議長（中野 勝寛君）

これより質疑に入ります。ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

質疑なしと認めます。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

討論なしと認めます。

これより、第４１号議案、中間市道路線の認定についてを採決いたします。

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告

のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認めます。よって、第４１号議案は委員長の報告のとおり可決されました。

────────────・────・────────────

日程第１４．意見書案第８号

〇議長（中野 勝寛君）

次に、日程第１４、意見書案第８号、ブラッドパッチ療法（硬膜外自家血注入療法）に

対する適正な診療上の評価等を求める意見書を議題とし、提案理由の説明を求めます。掛

田るみ子さん。

〇議員（９番 掛田るみ子君）

公明党会派を代表し、ブラッドパッチ療法（硬膜外自家血注入療法）に対する適正な診

療上の評価等を求める意見書案の趣旨説明を行います。

脳や脊髄は膜で包まれており、くも膜と硬膜の間に脳脊髄液が流れています。脳脊髄液

漏出症（減少症）は、交通事故やスポーツなど体に強い衝撃を受けたことが原因となり発

症し、脳脊髄液が漏れ出すことで、神経が刺激を受け、頭痛や目まいなどの症状が引き起

こされる疾患です。ブラッドパッチ療法のブラッドは血液のことで、髄液が漏れないよう

注入した自分の血液の凝固によって硬膜を塞ぐ治療法です。例えれば、自転車のパンク修

理のようなイメージでしょうか。この治療法は、平成２８年４月より保険適用になりまし

た。しかしながら、保険適用の要件である「起立性頭痛を有する」という条件に該当しな
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い患者もいること、漏出部分が１か所とは限らず、頚椎や胸椎などで安全に行うためには、

Ｘ線透視で部位を確認しながらの治療が必要であるものの、診療報酬には反映されていな

いなどの課題があります。

よって、政府に次の２項目を求めるものです。１つ、脳脊髄液漏出症（減少症）の症状

において、約１０％は起立性頭痛を認めないと公的な研究でも報告があることを受け、算

定の要件の注釈として、「本疾患では、起立性頭痛を認めない場合がある」と加えること。

１つ、ブラッドパッチ療法（硬膜外自家血注入療法）の診療報酬において、Ｘ線透視を要

件として、漏出部位を確認しながら治療を行うことを可能にするよう診療上の評価を改定

すること。

以上、議員の皆様のご賛同をお願いし、趣旨説明を終わります。

〇議長（中野 勝寛君）

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。蛙田議員。

〇議員（４番 蛙田 忠行君）

意見書案第８号、ブラッドパッチ療法に対する適正な診療上の評価を求める意見書につ

いて、基本的に賛成という立場で質問をさせていただきます。その質問の理由と申し上げ

ますと、正直言って、今回、議案としてこの意見書が上程されてから、私もかなりこの議

案の意見書の中身について学習をしてみました。公的医療による国民医療の増進というの

は、これはもう政府であり、地方であっても、大きなやっぱり課題として、医療の増進と

いう大きな課題であって、当然その役割は、我々も一定程度果たしていかなきゃならんと

考えておりますんで、そういう立場で、今回のこの意見書について、特に今回に限ってだ

けではないんですけれども、よく拝見をさせていただきました。なぜかと申しますと、極

めて専門的なことが意見書として挙がっておられます。私は、医療関係者でもなければ、

医療の全く知識がほぼほぼない状況の中で、このブラッドパッチ療法というのは大体どん

なものなのかなということで、いろいろ確かめてみました。ある程度確認をできたことも

あります。ただ先ほどの掛田議員の提案理由の中でも、この詳細、少し説明いただきまし

たけれども、４点ほどちょっとご質問したいんで、お答え願えればと思っております。た

だ反論的な質問ではありませんので、それだけはご承知の上でお願いをいたします。

まず、脳脊髄液漏出症（減少症）の患者の皆さんの中には、保険適用Ｊ００７－Ⅱの要

件というのがあります。これね、ちょっと分かりにくいんですよ。まず、この保険適用Ｊ

００７－Ⅱの要件とはどういうものなのか、ちょっとお答え願いたいというのが、まず１点

目。

２点目はですね、そのことに関連して、先ほど提案理由の説明でもありましたけれども、

起立性頭痛を有する患者に係るものという絡みの中で、医療の現場で混乱が生じていると

いうご説明がありました。先ほどの第１点目の問いとあわせて、現場の混乱というのは、

どんな混乱が起きているんですかと、現場の混乱ていうのは。実質、今回のこのブラッド
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パッチ療法に関して言えば、実質医療の現場でどんな混乱が起きているのか、ぜひご説明

を願えればと思っております。

３点目はですね、診療上の評価がされていない現状があるというご説明が先ほどの提案

の中でもありました。項目１の中に、いわゆる下記の中に「ブラッドパッチ療法の診療報

酬において、Ｘ線透視を要件として、漏出部位を確認しながら治療を行うことを可能にす

るよう、診療上の評価を改定すること」という意見書の中身、内容があります。診療上の

評価がされていない現状があるというのも含めて、これも３点目に、ぜひこのご説明をい

ただければと思っております。

４点目です。あわせて、「脳脊髄液漏出症の症状において、約１０％は起立性頭痛を認

めないと公的な研究でも報告があることを受け」、私は、このこともちょっと調べてみま

したけれども、なかなかその公的な研究というのは、資料データとして出てこないんで、

こういう公的な研究をする機関とか、そういう組織なるものがあるのかなと。公的な研究

とはどういう研究がなされてこられたのか、これまでですね。少なくとも今回のこの意見

書に書かれておられるブラッドパッチ療法に関して、公的な研究というのはどういう研究

がなされてこられたのか。

以上４点、当然、意見書をこういった形でより詳しく提案理由の中で述べられておりま

すので、ぜひ述べられた提案書の中身について、説明をいただくだけですので、ぜひよろ

しくお願いをいたします。

〇議長（中野 勝寛君）

掛田議員。よろしいですか。

〇議員（９番 掛田るみ子君）

ただいまの蛙田議員の質疑に対して、回答したいと思います。

まず第１点目、このＪ００７－Ⅱ硬膜外血腫注入のことですけども、確かにちょっと分

かりづらいと思いますが、医療診療報酬点数表区分番号というものになります。Ｊは処置

を表します。Ｊ００７硬膜外血腫注入はですね、８００点になります。一応ちょっと読ま

せていただきます。「１、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして

地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。２、硬膜

外自家血注入に伴って行われた採血及び穿刺等の費用は、所定点数に含まれるものとする。」

この通知のところにですね、「硬膜外自家血注入は、起立性頭痛を有する患者に係るもの

であって、関係学会の定める脳脊髄液漏出症診療指針に基づき、脳脊髄液漏出症として「確

実」又は「確定」と診断されたものに対して実施した場合に限り算定できる。なお、診療

報酬請求に当たっては、診療報酬明細書に当該指針に規定する画像診断基準を満たすこと

を示す画像所見、撮影日、撮影医療機関の名称等の症状詳記を添付すること。」というこ

とで、この条件に、一応、起立性頭痛をということが書いておるということでございます。

現場の混乱ですけども、ある先生の資料によりますと、Ｘ線透視下で硬膜外自家血注入
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をする場合、現在のＪ００７－Ⅱは、診療台のベッドで腰椎の穿刺をすることを想定して

いる点数になっております。しかしながら、頸部とか胸部にする場合は、うつ伏せにして

造影剤を投与し、Ｘ線透視下で行ったりとか、患者によっては、静脈麻酔が必要になるこ

ともあって、材料費だけでも８，０００円から２万円の持ち出しになるというような例が

出ておりました。そういったことで、なかなか先生たちが専門的に、この治療をしたがる

先生が出てこないというような問題があるようです。それが、現場の混乱になるかと思い

ます。

あともう１点が、診療上の評価ですね。診療上の評価ですけども、例えば似たようなや

っぱり穿刺をする場合、頸椎とか腰部に穿刺をするものとして、皆様がご存じのような硬

膜外麻酔っていうのがありますけども、それは処置のところではなく、Ｌ００２になって

おりまして、麻酔という形になっておりまして、そこは腰部と頸椎部で点数が分かれてお

ります。例えば、頸椎部の場合は１，５００点、腰部は８００点ということで、先ほども

申しましたように、診療台のベッドでの穿刺を想定した点数になっているもので、実際の

患者に合わせた治療をすることに関しての点数が反映されていないということでございま

す。

公的機関の報告に関してですけども、これに関しては私も詳細は調べておりませんが、

この画像判断基準とか様々な、それを決めておるところが──意見書のですね、関連８学

会というものがございます。日本脳神経外科学会、日本神経学会、日本整形外科学会、日

本頭痛学会、日本脳神経外傷学会、日本脊髄外科学会、日本脊椎脊髄病学会、日本脊髄障

害医学会とちょっと難しい名称ですけども、こういったところが保険適用をするに当たっ

て、２０１２年６月から２０１３年１２月まで、国の先進医療に認められたことによって

ブラッドパッチの治験をしております。それが５２７件ありまして、有効であったのが４３２件

ということで、有効率が８２％と高いということで保険適用になったということでござい

ます。明確ではございませんけど、こういったところの機関が協力して研究をされている

のではないかというふうに推測いたします。明確なことは、またご回答したいと思います

ので、よろしくお願いいたします。

〇議長（中野 勝寛君）

蛙田議員、よろしいでしょうか。ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

これにて質疑を終結いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第８号については、委員会

の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）
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ご異議なしと認め、委員会の付託を省略することに決しました。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

討論なしと認めます。

これより、意見書案第８号、ブラッドパッチ療法（硬膜外自家血注入療法）に対する適

正な診療上の評価等を求める意見書を採決いたします。この採決は電子表決により行いま

す。

本案について賛否の表決を求めます。ボタンを押してください。

（賛成・反対ボタンにより電子表決）

〇議長（中野 勝寛君）

押し間違いはありませんか。──なしと認め、確定いたします。

全員賛成であります。よって、意見書案第８号は原案のとおり可決されました。

────────────・────・────────────

日程第１５．意見書案第９号

〇議長（中野 勝寛君）

次に、日程第１５、意見書案第９号、全国一律最低賃金制度の導入と時給の引き上げを

求める意見書を議題とし、提案理由の説明を求めます。田口澄雄議員。

〇議員（６番 田口 澄雄君）

意見書案第９号、全国一律最低賃金制度の導入と時給の引き上げを求める意見書案につ

いて、提案理由を申し述べます。

我が国のＧＤＰ（国内総生産）は、空白の３０年と言われるように、他国に例を見ない

低成長下のなかで、一貫して落ち込んでいます。政府はトリクルダウンの掛け声で、大企

業や大金持ちが潤えば、やがて国民にもその成果物がダムの水の様に分配され、全体が裕

福になるような説明をしてきましたが、実際には、貧富の格差の拡大だけが進行しました。

また、資本金１０億円以上の一部の大企業は、５１１兆円にも及ぶ内部留保をため込む

一方で、国民生活や中小零細企業は、疲弊しきって倒産や廃業のさなかにあります。トリ

クルダウンは完全に誤りであることが、明白となりました。また、働く人々の賃金を引き

上げて、全体として経済力の引き上げを図る手法としては、最低賃金制の活用があります

が、我が国は４７の県単位に分けられた地域別最低賃金制を実施しています。国際的には

全国一律が主流であり、地域別の中でも４７に分けたこうした区分は異常であります。全

体をさらにＡＢＣの３区分で運用をしてまいりましたが、経済専門家の調べによりますと、

そこにも問題があります。

全労連と大学教授の連携での最低生計費調査では、一番生計費の高いのはＣランクの大

分県で、高いとされていたＡランクの東京都より上位にあることが判明をいたしました。
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また、全体を俯瞰しますと、国内のどの地域で暮らそうと、あまり生計費の差のないこと

も特徴です。日本全国ほぼ横並びの生計費だというのが日本の実態であります。そのため

に賃金の低い地域から高い地域への人口流失が、今大問題となっています。また、最低賃

金があまりにも低すぎるために、労働者の海外流失も顕著となっています。それでも、中

小零細企業としては、単純に高めの設定ができない事情もあります。支払い能力の問題が

あります。

政府の政策として、大企業や大金持ちに応分の負担を求める中で、中小零細企業への財

政支援も同時にやるべきです。そうした形の全国一律の最低賃金制度の導入を求め、提案

といたします。

〇議長（中野 勝寛君）

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

質疑なしと認めます。

お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第９号については、委員会

の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認め、委員会の付託を省略することに決しました。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

討論なしと認めます。

これより、意見書案第９号、全国一律最低賃金制度の導入と時給の引き上げを求める意

見書を採決いたします。この採決は電子表決により行います。

本案について賛否の表決を求めます。ボタンを押してください。

（賛成・反対ボタンにより電子表決）

〇議長（中野 勝寛君）

押し間違いはありませんか。──なしと認め、確定いたします。

賛成多数であります。よって、意見書案第９号は原案のとおり可決されました。

────────────・────・────────────

日程第１６．意見書案第１０号

〇議長（中野 勝寛君）

次に、日程第１６、意見書案第１０号、健康保険証の存続を求める意見書を議題とし、

提案理由の説明を求めます。柴田芳信議員。
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〇議員（５番 柴田 芳信君）

日本共産党の柴田芳信です。意見書案第１０号、健康保険証の存続を求める意見書案に

ついて趣旨説明を行います。

令和５年８月２１日付けで中間市議会議長宛の陳情書が福岡県保険医協会から送付され

てきました。福岡県保険医協会とは、保険医の経営と生活を守ること、さらに保険医の充

実・向上を図ることを目的として昭和４２年に設立され、現在２，４５０名の会員を持つ

組織であります。

政府は、２０２４年秋に現行の健康保険証を廃止し、マイナンバーカードに一本化する

法案を可決・成立させました。しかし、誤登録や情報漏えい、「資格無効」と表示される

等、マイナ保険証に関するトラブルが続出し、多くの患者・国民が不安を抱えています。

中間市におきましても、６月議会で明らかになったように、トラブルが発生しています。

また、全国的には誤登録や情報漏えい、「資格無効」と表示される等、マイナ保険証に関

するトラブルが続出し、多くの患者・国民が不安を抱えています。

福岡県保険医協会が実施したアンケート調査（回答４４６件）では、オンライン資格確

認システムを運用する医療機関３４９件のうち、２１５件（６３％）が何らかのトラブル

を経験しています。トラブルの内容として、保険者情報が正しく反映されていなかった

１５１件、他人の情報が紐づけされていたケースが５件ありました。誤った紐づけによる

投薬・診療情報の取り違えは、重大な医療事故につながりかねません。普通であれば見逃

してしまいそうなほど小さな変化について、医療情報を他人が閲覧できる状態になってい

たことは重大な問題であります。

また、保険資格が確認できず、窓口で１０割負担となったケースが１４件あり、経済的

理由により受診が困難となることも懸念されます。

いつでも、どこでも、誰でも安心して医療を受けられるよう健康保険証の廃止は行わず、

現在の保険証の存続を求めます。以上の理由から、健康保険証の存続を求めるものです。

強く要望いたします。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。議員の皆さん方の賛

同をお願いいたしまして、私の趣旨説明を終わります。

〇議長（中野 勝寛君）

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

質疑なしと認めます。

お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第１０号については、委員

会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）
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〇議長（中野 勝寛君）

ご異議なしと認め、委員会の付託を省略することに決しました。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（中野 勝寛君）

討論なしと認めます。

これより、意見書案第１０号、健康保険証の存続を求める意見書を採決いたします。こ

の採決は電子表決により行います。

本案について賛否の表決を求めます。ボタンを押してください。

（賛成・反対ボタンにより電子表決）

〇議長（中野 勝寛君）

押し間違いはありませんか。──なしと認め、確定いたします。

賛成多数であります。よって、意見書案第１０号は原案のとおり可決されました。

────────────・────・────────────

日程第１７．会議録署名議員の指名

〇議長（中野 勝寛君）

これより、日程第１７、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第８５条の規定により、議長において、田口善大君

及び柴田広辞君を指名いたします。

────────────・────・────────────

〇議長（中野 勝寛君）

以上をもちまして、令和５年第４回中間市議会定例会は、これにて閉会いたします。

午前11時40分閉会

──────────────────────────────
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地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する

議 長 中 野 勝 寛

議 員 田 口 善 大

議 員 柴 田 広 辞


